
令和８年度新潟県教育委員会免許法認定講習受講申込み 

電子申請システム入力要領 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

氏名 

 

氏名（フリガナ） 

 

学校名 

  勤務する学校名を市町村立・県立から入力してください。 
   例：○○市立○○小学校、県立○○特別支援学校 
職名 

  該当するものを一つ選択してください。 
生年月日 

  和暦で入力してください。 
勤務する学校の電話番号 

  勤務している学校の電話番号を入力してください。 
日中連絡可能な電話番号（携帯電話等） 

夏季の休校期間等に連絡する場合がありますので、学校の電話番号以外で日中連絡可
能な電話番号を入力してください。 

メールアドレス 

  このメールアドレスに受講決定の連絡や講義資料等を送信しますので、夏季の休校期
間等に学校以外でも内容を確認できる個人メールアドレスとしてください（メールが届
かない可能性があるので、携帯電話会社のキャリアメールの使用は避けてください）。学
校の代表メールアドレス等は使用しないでください。 

  

注意事項 

 ○ 講座ごとに入力フォームが異なります。講座番号をよく確認し、間違いのないよ

うにしてください。 

○ 複数講座の申込みが可能ですが、１講座につき申込みは１回としてください。 

○ 申込後に送信される自動配信メールを必ず保存してください。今後の手続き等に

おいて、自動配信メールに記載されている「整理番号」「パスワード」が必要になり

ます。（電子申請システムで申込状況等を確認する際に使用します。） 

○ 以下の場合は、新潟県電子申請システムの「申込内容照会画面」から申込済みの

内容を確認し、申込期間内に修正、取下げ等を行ってください。 

（自動配信メールに申込内容照会 URL が記載されています。） 

・入力内容に誤りがあった場合 

・申し込みを取下げる場合     等 



問１ 取得（領域追加）を希望する免許状 

  特別支援学校の２種又は１種免許状について、授与又は領域追加のいずれを希望する
のか該当するものを一つ選択してください。 

問２ 免許状に定めることを希望する領域 

  視覚、聴覚、知的、肢体、病弱の５領域のうち、免許状に定めることを希望する領域を
一つ以上選択してください。（複数選択可。免許状には１～５領域までを定めることがで
きます。） 

問３ 現在勤務している学校、学級の種類 

  該当するものを一つ選択してください。 
問４ 特別支援教育に関する科目（基礎理論）の単位修得状況 

  「特別支援教育の基礎理論に関する科目」の単位を既に修得しているか、該当するもの
を一つ選択してください。修得済み単位の科目等がわからない場合は、「学力に関する証
明書」により確認してください。（県教委にお問合せいただいてもお答えできません。） 

問５ 特別支援教育に関する科目（視覚）の単位修得状況 

  「中心となる領域：視覚障害者」の単位を既に修得しているか、該当するものを一つ選
択してください。修得済み単位の中心となる領域や科目等がわからない場合は、「学力に
関する証明書」により確認してください。（県教委にお問合せいただいてもお答えできま
せん。） 

 
【例 1】視覚障害者領域について、以下の「学力に関する証明書」に係る単位を修得してい

る場合 

 
  （修得済み単位の内容：１単位） 

中心となる領域：視覚障害者 
    心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目 
         ↓ 
  問５の「心理、生理及び病理に関する科目」のみ修得 を選択する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６ 特別支援教育に関する科目（聴覚）の単位修得状況 

  「中心となる領域：聴覚障害者」の単位を既に修得しているか、該当するものを一つ選
択してください。修得済み単位の中心となる領域や科目等がわからない場合は、「学力に
関する証明書」により確認してください。（県教委にお問合せいただいてもお答えできま
せん。） 

問７ 特別支援教育に関する科目（知的）の単位修得状況 

  「中心となる領域：知的障害者」の単位を既に修得しているか、該当するものを一つ選
択してください。修得済み単位の中心となる領域や科目等がわからない場合は、「学力に
関する証明書」により確認してください。（県教委にお問合せいただいてもお答えできま
せん。） 

問８ 特別支援教育に関する科目（肢体）の単位修得状況 

  「中心となる領域：肢体不自由者」の単位を既に修得しているか、該当するものを一つ
選択してください。修得済み単位の中心となる領域や科目等がわからない場合は、「学力
に関する証明書」により確認してください。（県教委にお問合せいただいてもお答えでき
ません。） 

問９ 特別支援教育に関する科目（病弱）の単位修得状況 

  「中心となる領域：病弱者」の単位を既に修得しているか、該当するものを一つ選択し
てください。修得済み単位の中心となる領域や科目等がわからない場合は、「学力に関す
る証明書」により確認してください。（県教委にお問合せいただいてもお答えできません。） 

 

【例２】 視覚障害者領域について、以下の２単位を修得している場合 
  （修得済み単位の内容：１単位） 
    中心となる領域：視覚障害者 
    心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目 
  （修得済み単位の内容：１単位） 
    中心となる領域：視覚障害者 
    心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 
         ↓ 
  問５の 両方の科目を修得している を選択する。 
 
【例３】 視覚障害者領域について、以下の２単位を修得している場合 
  （修得済み単位の内容：２単位） 
    中心となる領域：視覚障害者 
    心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目 
    心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 
         ↓ 

問５の 両方の科目を修得している を選択する。 



問 10 特別支援教育に関する科目（重複・発達）の単位修得状況 

「中心となる領域：重複・発達領域」の単位を既に修得しているか、該当するものを一
つ選択してください。修得済み単位の中心となる領域や科目等がわからない場合は、「学
力に関する証明書」により確認してください。（県教委にお問合せいただいてもお答えで
きません。） 

※ 令和５年度以前に修得した「重複・LD 等領域」の単位でも可。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

問 11 特別支援教育に関する科目（含む５領域）の単位修得状況 

「含む領域：視覚障害者・聴覚障害者・知的障害者・肢体不自由者及び病弱者」の単位
を既に修得しているか、該当するものを一つ選択してください。修得済み単位の中心とな
る領域や科目等がわからない場合は、「学力に関する証明書」により確認してください。
（県教委にお問合せいただいてもお答えできません。） 

 
 

【例４】 以下の２単位を修得している場合 
  （修得済み単位の内容：２単位） 
    中心となる領域：重複・発達領域 
    含む領域：視覚障害者・聴覚障害者・知的障害者・肢体不自由者及び病弱者 
    心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目 
    心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 
         ↓ 

問 10（重複・発達領域）の 両方の科目を修得している を選択する。 
問 11（含む５領域）の 両方の科目を修得している を選択する。 


